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令和 5年神奈川県議会第 3回定例会	 安全安心なまちづくり特別委員会	

	

令和 5年 10 月 3 日	

〇西村くにこ委員	

	 公明党の西村でございます。私の住む地域というか選挙区は石油コンビナー

トが広がっていまして、歴史のあるまちでありますので、川崎区でありますけ

れども、経済と、それから産業を牽引してきた地域であると同時に、そこに所

属をされている事業所の皆様の本当に自主的な防災の対応というのを拡充をし

ていただいて、安全と安心を培っていただいているなと心から感謝を申し上げ

たいと思うと同時に、先ほど消防団の話ありましたが、栄居委員が消防団とし

ても頑張っていらっしゃるということで、そういう地域の独特の問題として、

石油コンビナート地域の防災体制について伺わせていただきたいというふうに

思います。	

	 本県では現在、京浜臨海地区と根岸臨海地区の石油コンビナート地域におけ

る高圧ガス保安法の許認可等の権限について、横浜市と川崎市に対し、令和７

年４月に移譲する方向で準備を進めているというふうに承知をしております。

そこで、移譲に向けた取組の状況や移譲後の防災体制について幾つか伺いたい

と思います。	

	 まず、２市に権限を移譲することとした経緯について確認をさせてください。	

〇工業保安担当課長	

	 高圧ガス保安法に基づく政令市における許認可等の権限につきましては、コ

ンビナート地域以外は平成 30 年４月に県から政令市に移譲しましたが、コンビ

ナート地域につきましては現在も県が所管しております。	

	 そうした中、令和２年 11 月に開催いたしました横浜市、川崎市との指定都市

都道府県調整会議の場で、両市から本県に対してコンビナート地域についても

高圧ガス保安法の権限移譲を求める要望が出されました。その後、協議を重ね

まして、市の要望に沿って、令和７年４月に権限を移譲することを合意し、昨

年 10 月にその旨公表いたしました。	

	 なお、権限移譲の正式な決定につきましては、来年度中に議案提出を行う予

定の事務処理の特例に関する条例の改正により行うこととしております。	

〇西村くにこ委員	

	 事務処理だけで済む問題ではないかもしれないと、今日取り上げているんで

すけれども、ちょっと置いておいて、コンビナートに所在をする工場の方、あ

るいは高圧ガスを扱われる方々からよく聞くお話で、昔は結構大きな事故があ

った。人がいっぱいけがをしたり、危ないなと思うのがあったけれども、最近

は本当に事故が少なくなった。それだけ聞いていたら、いいじゃないですかと

言ったら、ただ、緊急のときに対応できる経験のある人というのが少なくなっ

ているという問題があるんだよという話を聞いたことがあります。	

	 コンビナート地域の防災力についての現状認識と課題について伺います。	

〇工業保安担当課長	

	 これまで他県を含めたコンビナート地域における過去の大きな災害の教訓を

踏まえまして、これまで行われてきた法令改正であるとか、あと本県の石油コ
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ンビナート等防災計画に基づく災害予防対策の推進などにより、地震災害等へ

の対応を含めまして、コンビナート地域の防災力は着実に上がってきていると

認識しております。	

	 一方で、コンビナート地域は高度経済成長期の時期に造られた設備が多く、

施設の老朽化や、あと点検の強化などによりまして、人的被害や大きな物的損

害に至らない小規模の危険物や高圧ガスの漏えい事故の件数は近年増加してい

るなど、課題は残っております。	

〇西村くにこ委員	

	 今後も引き続きコンビナート地域の防災力の強化を図っていく必要があると

考えられる中で、県から政令市への権限移譲が防災面でデメリットにならない

かというのを危惧するんですが、いかがでしょうか。	

〇工業保安担当課長	

	 コンビナート地域はＬＰガスと石油といった高圧ガスと危険物の両方を大量

に扱う大規模な事業所が多いという特徴がございます。現在、高圧ガスは県が、

危険物は市の消防がそれぞれ許認可等の権限を有しておりますが、移譲により

全てを市の消防が一体的に指導することができるようになりまして、保安体制

の充実や災害時の現場レベルでの迅速な対応が期待されます。	

	 また、県におきましても、石油コンビナート等の災害防止法と、それに基づ

き本県が策定した石油コンビナート等防災計画の推進といった広域調整業務に

専念できるといったメリットがございます。	

	 一方で、先ほど委員からもお話ありましたが、権限移譲によって県の担当者

がコンビナート地域での現場経験を積む機会が減る、そういったデメリットが

ございますが、その点につきましては市と連携に努めることでカバーしていき

たいと考えております。	

〇西村くにこ委員	

	 これ２市から要望が上がっていたということで理解をするところです。いい

面としては、今、言っていただいたように、危険物の許可権限に加えて、高圧

ガス保安法の権限が移譲される、市の消防による一体的な運営ができると言え

ばいいんでしょうか、保安体制の充実や迅速な対応ができるだろうと。	

	 ただ気にするのは、結構規模の大きなところなので、災害発災時にその被害

が市域を越えて広域的なものとなるおそれはないんだろうかというところを、

危惧をしているところなんです。	

	 権限移譲に当たっては、これまでの県のノウハウを市にしっかり引き継いで

いく必要があるというふうに考えますが、円滑な移譲に向けた現在の取組状況

について伺います。	

〇工業保安担当課長	

	 本県では２市への権限移譲を円滑に進めるため、令和３年４月から当課に２

市の職員を１名ずつ受け入れ、許認可等の業務を担当していただくことでノウ

ハウの引継ぎを進めております。	

	 また、２市との打合せや事業所への合同立入検査を常に実施するとともに、

県、政令市及び高圧ガス関係団体が一体となって、保安の確保に取り組むため

の会議を定期的に開催することで、課題の共有や連携の強化を図っております。	
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〇西村くにこ委員	

	 権限移譲後、コンビナート地域の防災力の強化に、県としてどのように関わ

っていくのか伺います。	

〇工業保安担当課長	

	 高圧ガス保安法に基づく許認可等の権限を横浜・川崎の両市に移譲した後も、

県には石油コンビナート等災害防止法に基づく広域的な調整業務が残ります。

同法に基づき、コンビナート災害の発生時には、知事が本部長を務める石油コ

ンビナート等防災本部が中心となって、応急対策等について関係機関等の連絡

調整を図るとともに、県が策定した石油コンビナート等防災計画に基づき、平

時における災害予防等の取組を横浜・川崎の両市やコンビナート事業者と連携

しながら推進することで、引き続きコンビナート地域の防災力の強化に努めて

まいります。	

〇西村くにこ委員	

	 少し横道にそれますが、石災法についてということで県のほうから様々な指

導が入っていると。この石油コンビナート等災害防止法について若干教えてい

ただきたいんですが、我が川崎はＪＦＥスチールが９月 16 日に高炉設備を休止

しました。それに先立つ９月７日に、ＯＨＧＩＳＨＩＭＡ２０５０構想という

んですか、これを公表されて、物流拠点とかデータセンターなどの産業活動、

それから商業や文化施設の誘致というのを検討するんだとおっしゃったんです

が、中でも水素の供給拠点の整備という、これが一つ大きな目玉になってくる

ようなんです。	

	 カーボンニュートラルを目指す上で大きな意義を持っている、また、全国の

石油コンビナートの先駆けにもなっていく取組であろうと思うんですが、この

石油コンビナート等災害防止法には水素というのは含まれているんですか。	

〇工業保安担当課長	

	 現在、石油コンビナート等災害防止法の中で、水素というのは高圧ガスの一

部に含まれておりまして、石油コンビナート等災害防止法の範疇には入ってお

ります。	

	 ただし、水素は現在も産業用途で広く使用されて、高圧ガス保安法や石油コ

ンビナート等災害防止法の規制はされておるんですけれども、現在の法体系の

中では、必ずしも発電燃料としては大規模な貯蔵や利用まで想定した内容には

なっておりません。	

	 そのため、国は新たな法体系の整備も視野に、実は今月から経済産業省に設

置した水素保安小委員会で検討を始めることとしておりまして、現時点では将

来どのような法制度の下で大規模な水素利用が進められるのか、まだ見えてい

ない状況になっております。	

〇西村くにこ委員	

	 先ほども申し上げたカーボンニュートラル、これを目指す上で、多分、全国

の石油コンビナートで体系が変わってくるんだというふうに思います。その先

駆を切る川崎市、神奈川県としてもしっかり連携を取りながら、国の情報も共

有をして進めていただけたらなというふうに思います。	

	 県は高圧ガス保安法の権限移譲後も、コンビナート地域の防災力の強化に向
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けて、横浜市、川崎市との連携を一層強化していただいて、県民を災害から守

るためにしっかりと取組を主導していただけますよう要望をいたします。	

	 続いては、本定例会の我が会派の代表質問で取り上げました、富士山の噴火

を視野に入れた災害時の医療について伺ったんですが、それに関連して何点か

確認をさせてください。	

	 令和５年度関東ブロックＤＭＡＴ訓練についてです。	

	 代表質問における知事の答弁によると、本年 11 月に、本県が幹事県となり、

関東ブロックＤＭＡＴ、災害派遣医療チーム、Ｄｉｓａｓｔｅｒ	Ｍｅｄｉｃａ

ｌ	Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ	Ｔｅａｍですよね、インターネット御覧の方々、Ｄ

ＭＡＴでございます、その訓練を行うそうでありますけれども、この訓練の概

要を確認させてください。	

〇災害医療担当課長	

	 関東ブロックＤＭＡＴ訓練は、日本ＤＭＡＴ活動要領に基づき行う訓練であ

り、都道府県は地方ブロックごとにＤＭＡＴの継続的な研修訓練を行うとされ

ています。今回の訓練の被災想定は、大正型関東地震及び津波の発生により県

内全域が被災し、その後、富士山が噴火、火山灰が県内の広範囲に降り積もる

事態を想定しています。	

	 訓練概要ですが、11 月 25 日土曜日、26 日日曜日の２日間で実施し、１日目

は大正型関東地震及び津波、２日目は富士山噴火による降灰の被害を想定した

訓練を実施します。	

	 県庁に設置する保健医療調整本部では、県全体の医療機関の被災状況の把握、

対応方針の決定などを行い、県内の災害拠点病院では、病院とその周辺の地域

の被害状況等の把握、傷病者の受入れ等を行います。	

〇西村くにこ委員	

	 訓練の具体的な内容を確認させていただきたいと思います。	

	 まず、訓練にはＤＭＡＴ以外にどのような方々が参加されるのでしょうか。	

〇災害医療担当課長	

	 今回、訓練の参加者ですが、ＤＭＡＴ、災害拠点病院以外では、災害医療コ

ーディネーター、災害時の精神医療を行うＤＰＡＴ、これは災害派遣精神医療

チームのことになります。それから、県内の小児・周産期医療に精通した小児

周産期リエゾン、これらをはじめとした災害時に派遣される専門チームが参加

する予定です。	

	 そのほか関係機関として、県医師会、消防、ＮＥＸＣＯ中日本、横浜地方気

象台、日本赤十字社などが参加する見込みです。	

〇西村くにこ委員	

	 お話伺っただけでも、地震があって津波があって富士山の噴火があってとな

るんですが、訓練当日はどのような流れで行っていくんですか。	

〇災害医療担当課長	

	 １日目は、大規模な地震及び津波の想定に基づいて、１都６県のＤＭＡＴが

活動拠点本部となる県内の災害拠点病院に参集します。参集したＤＭＡＴは、

県保健医療調整本部に設置するＤＭＡＴ調整本部が出した活動方針に基づき、

医療機関の被災状況の把握、病院支援や患者搬送などの訓練を行います。	
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	 ２日目は、地震対応の訓練を再開しますが、訓練開始後、間もなく富士山が

噴火するという想定です。噴火後、気象庁の降灰予想が発表され、これ以降、

降灰に対応する訓練を行います。	

	 なお、降灰に対する訓練は、２日目の２時間ほどなんですが、訓練想定をよ

り理解できるよう、１日目の訓練終了後に訓練参加者に対して、県の温泉地学

研究所の職員などによる火山についての勉強会を実施させていただきます。	

〇西村くにこ委員	

	 今回の訓練の被災想定では、災害拠点病院をはじめとする医療機関にどのよ

うな影響があると想定されていますか。	

〇災害医療担当課長	

	 地震による影響としては、建物の倒壊や火災、津波による浸水により病院機

能が失われるなどを想定しています。これらの被害により、患者避難訓練を行

う病院が三つございます。また、地盤の液状化、または津波による浸水により、

いわゆる病院籠城を想定した訓練を行う病院も３病院ございます。	

	 富士山噴火に伴う火山灰の影響としては、火山灰が道路に堆積することによ

る車両の移動困難のため、患者輸送ができなくなります。また、車両の移動困

難に伴い、被災した病院は外部からの支援を受けることができず、ある程度の

期間、大体１週間から２週間ぐらいを想定していますが、籠城することを想定

しております。	

〇西村くにこ委員	

	 大変な状況を想定されているなというふうに思うんですが、訓練では火山灰

の降灰被害の対応において、ＤＭＡＴや災害拠点病院はどのような活動を行お

うと考えていらっしゃいますか。	

〇災害医療担当課長	

	 今回、訓練における富士山噴火の想定においては、火山灰の影響による移動

困難や通信障害等により、災害拠点病院は孤立した状況となる想定です。災害

拠点病院等を支援するＤＭＡＴは、病院や周辺の医療機関の被災状況を広域災

害救急医療情報システム、いわゆるＥＭＩＳというもので確認して、活動拠点

本部や県保健医療調整本部と連携して、籠城に必要な支援の判断や支援方法を

検討します。	

	 また、災害拠点病院等の医療機関が、支援に入ったＤＭＡＴと共に長期間の

籠城を行うに当たり、病院ごとの事情を踏まえながら、備蓄物資の確認や、病

院機能の維持を図るための検討を行うことを想定しています。	

〇西村くにこ委員	

	 初めての試みであります。県内外の関係者から様々な意見が出てくるという

ふうに思いますが、訓練を通して得られた成果をどのように収集し、今後の取

組に生かしていこうと考えていらっしゃいますか。	

〇災害医療担当課長	

	 まず委員おっしゃったとおり、前例のない訓練ということで、富士山が噴火

し、火山灰が降り積もったときに、何をすることができて何をすることができ

ないのかということを知ることが大変重要であると考えます。	

	 訓練終了後、訓練に参加した関係者と振り返りを行い、直面した課題やその
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対応方法について共有を行います。ここで出た課題等については、県庁内にお

いて関係部局と共有し、今後、必要な対策について議論するとともに、国に対

しても情報提供を行い、富士山の噴火への対応の必要性を訴えてまいります。	

〇西村くにこ委員	

	 富士山噴火による火山灰、この降灰というのは、県民生活への影響はもちろ

ん、県民の命を預かる医療機関にも極めて深刻な影響があるというふうに、調

べれば調べるほど出てきます。それが初めてＤＭＡＴの訓練に取り入れていた

だく、これ、とても有意義だと思います。	

	 ただ、一方で、本当にいろいろな壁があるというのが見えてくる、その調整

になるというふうに思うんですが、この富士山噴火はまだまだ実感を持ってい

る方は少ないですけれども、地震と連動して過去には起こっている。東日本大

震災の影響が十数年たっている今も、地球規模から考えたら大きな影響がある

のではないかと言われている。その中で、一人でも救える命を救っていくため

の対策を、その糸口を見つけていただくＤＭＡＴ訓練にしていただきますよう

にお願いをいたします。	


